
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
を

送
付
し
て
い
ま
す

◆
平
成
22
年
１
月
診
療
分
か
ら
子
ど
も

医
療
費
助
成
枠
を
出
生
か
ら
中
学
卒
業

年
（
15
歳
）
の
３
月
31
日
ま
で
に
拡
大

し
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
（
小
学
１
年

生
か
ら
中
学
卒
業
年
（
15
歳
）
の
３
月

31
日
ま
で
の
お
子
さ
ん
の
う
ち
、
障
害

者
医
療
費
ま
た
は
母
子
家
庭
等
医
療
費

を
受
給
し
て
い
な
い
お
子
さ
ん
）
の
い

る
ご
家
庭
に
は
、
10
月
下
旬
に
お
知
ら

せ
と
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
交
付
申

請
書
を
送
付
し
ま
し
た
。

　
申
請
書
を
提
出
し
た
ご
家
庭
に
は
、

12
月
中
に
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
を

送
付
し
て
い
ま
す
。

　
申
請
書
の
提
出
期
限
が
過
ぎ
て
い
ま

す
の
で
ま
だ
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押

印
し
、
お
子
さ
ん
の
健
康
保
険
証
の
コ

ピ
ー
を
添
え
て
、
返
信
用
封
筒
に
て
速

や
か
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
提
出
期
限
を
過
ぎ
て
申
請
書

を
返
送
し
て
い
た
だ
い
た
場
合
は
、
子

ど
も
医
療
費
受
給
者
証
の
交
付
が
遅
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
就
学
前
の
お
子
さ
ん
は
、
現
在
お
持

ち
の
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
を
そ
の

ま
ま
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
年
齢
拡
大
後
の
受
給
者
証
は
有
効
期

限
が
切
れ
る
前
に
順
次
送
付
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　
市
役
所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
227
・
217)

消
防
団
年
末
夜
警
が

実
施
さ
れ
ま
す

　
消
防
団
で
は
、
市
内
一
円
を
対
象
と

し
て
年
末
夜
警
を
実
施
し
ま
す
。

　
冬
は
空
気
が
乾
燥
し
て
い
ま
す
。
火

災
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
火
の
元

に
は
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

と�

き
　
12
月
27
日
㈰
～
29
日
㈫
　
午
後

８
時
～
午
前
２
時

問
合
せ
先

・
市
役
所
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
332
）

・
高
浜
消
防
署

　
☎
52
―
１
１
９
０
（
内
線
28
）

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
皆
さ
ん

手
当
を

振
り
込
み
ま
し
た

　
児
童
扶
養
手
当
を
12
月
11
日
に
各
金

融
機
関
に
振
り
込
み
ま
し
た
。

　
手
当
受
給
資
格
者
で
、
ま
だ
申
請
し

て
い
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

受�

給
資
格
者
　
父
が
い
な
い
か
、
父
が

障
が
い
（
身
障
手
帳
１
級
か
２
級
の

一
部
）
状
態
に
あ
る
家
庭
で
、
18
歳

到
達
年
度
末
ま
で
の
児
童
、
ま
た
は

20
歳
未
満
で
障
が
い
の
状
態
に
あ
る

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

※�

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
公

的
年
金
受
給
者
は
対
象
外
で
す
。

問
合
せ
先
　

　�

い
き
い
き
広
場
内
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
９
８
７
１

家
具
転
倒
防
止
器
具
の

取
り
付
け
を
し
ま
す

　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
多
く
の

方
が
家
具
類
の
転
倒
や
落
下
、
割
れ
た

食
器
類
で
ケ
ガ
を
さ
れ
た
り
、
亡
く
な

っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
震
対
策
と
し
て

私
た
ち
が
最
も
手
軽
に
で
き
る
有
効
な

手
段
は
、
家
具
の
転
倒
・
落
下
を
防
ぐ

こ
と
で
す
。

　
市
で
は
、
次
の
方
を
対
象
に
家
具
転

倒
防
止
器
具
の
取
り
付
け
を
行
っ
て
い

ま
す
。

対
象
者

①�

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
の
方

②�

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

の
世
帯
の
方

③�
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た

は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お

持
ち
の
方
で
、
同
居
の
家
族
に
こ
れ

ら
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

18
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
が
い
な
い

世
帯

申�

請
方
法
　
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ
か
い

き
い
き
広
場
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

利
用
回
数
　
年
１
回
ま
で

作�

業
時
間
　
２
時
間
以
内
（
お
お
む
ね

２
点
程
度
）

費
用

・
取
付
費
　
無
料

・�

材
料
費
　
自
己
負
担
（
器
具
の
大
き

さ
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
家
具
転
倒
防
止
器
具
取
付
申
請
書

②�

家
具
転
倒
防
止
器
具
取
付
に
係
る
確

約
書

③�

借
家
な
ど
の
場
合
は
賃
貸
人
の
承
諾
書

④
印
鑑
　

※�

①
②
は
、
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ
と
い

き
い
き
広
場
に
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先

・
市
役
所
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
301
）

・�

い
き
い
き
広
場
内
地
域
福
祉
グ
ル
ー

プ
・
保
健
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
９
８
７
１
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